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＊南部地区テニス協議会の 2023 年度総会を実施、以下の議案について全て承認され、2024 年度の計画

に向けて協議会活動発進します。 

 

日時：2024年5月19日(日)総会16：00-18:00、南部大会運営委員会18:00-

場所：大宮工房館会議室

１．総会出席数の確認（敬称略） 小林事務局

２．総会招集挨拶 関会長代行

３．議長選出 小林事務局

４．報告事項

（１）　一般業務報告 小林事務局

（２）　2023年度事業報告 小林事務局

（３）　2023年度決算報告 冨永会計担当

（４）　会計監査報告　　 戸田市テニス協会

５．議事

（１）　2024年度事業計画（案） 小林事務局

（２）　2024年度予算（案） 小林事務局

（３）　後期役員会討議事項　他2024年度役員改選 小林事務局

（４）　後期役員会討議事項　他

６．閉会のことば　 副会長

　 南部地区テニス協議会　

１．戸田市（小肥）　２．川口市（ 田中）　３．蕨市（吉澤)　４．さいたま市( 高橋 )
５．上尾市（丸）)　６．北本市（坂井)　７．桶川市(大関)　８．北足立郡(小栗 )欠席
　南部協議会、冨永会計、小林事務局

2024年度南部地区テニス協議会総会資料
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４．報告事項 

（１） 一般業務報告 

①23 年 7 月に横山会長途中退任され、関会長代行により継続業務執行なされた。 

②南部大会用のシード選出ソフトを作成し、大会運営委員会にて活用、効率的な運営ができその効果が 

発揮できた。 

②南部大会で一般男子単が 256 ドロー以上となって初の 2 ブロック制として実施。 

（２） 

 

（３） 

日程 会場

5月14日（日） 大宮工房館

5月14日（日） 大宮工房館

6月3日(土)
6月4日(日)
6月11日(日)

川口市青木町公園
（12面）

6月10日(土)
上平公園

テニスコート(12面)

　6月18日（土）
荒川総合運動公園

北側（8面）

6月24日（土）
岩槻文化公園

（5面）

10月22日(日) 大宮工房館

 11月26日（日） 大宮工房館

2024年
3月24日(日)

大宮工房館

　3月29日（金）

後期役員会 2023年度の事業まとめおよび次年度の事業計画案作成

会計監査
2023年度会計監査
 （各協会持回り：担当戸田市テニス協会）

会計報告 埼玉県テニス協会へ役員推薦、24年度事業計画報告

南部大会
運営委員会

南部大会のドロー作成と運営の打ち合わせ。

都市対抗南部地区
予選会運営会議

主管：川口市、会場：青木町公園テニスコートにおいて、
参加6市のドロー組合せと大会運営に関する取り決め
実施。

第37回都市対抗
南部地区予選会

11月5日(日)
12日(日)

青木町公園テニスコート

さいたま市、蕨市、戸田市、上尾市、川口市、北本市が参
加、大会結果、1位：さいたま市、2位：戸田市、3位：川口
市、4位：上尾市、5位：蕨市が県予選会へ勝ち残り。

南部大会

＊参加数908組（一昨年比34組減）の参加。
　川口市会場、雨天に苛まれたが、何とか雨の合間を図
り日程通り終了
　男子単は参加数256超過により、2ブロック制とする。
　
＊参加種目：一般男女単複、
　　ベテラン（45～5才刻み）男女単複
　　一般、ベテランのどちらか選択（単複両方も参加可）

＊県大会推薦
　一般男女単複のベスト8を秋県大会予選へ
　ベテラン男女単複優勝者を秋県ベテラン本戦WCへ

6月17日(土)
天沼テニス公園

（11面）
岩槻文化公園（5面）

2023年度事業報告　　　　　　　　　　　　

事業名 内容

南部協議会総会
2022年度の事業、決算、2023年度の事業計画、予算に
ついて承認された。

南部郡市ルール&
指導者講習会

6月4日(日)
上尾市総合

スポーツセンター

講師、ルール講習会、／名倉安代、野本淳子氏
指導者講習会、/宮地一道氏　　㈱ダンロップスポーツ
マーケティング協力
さいたま市、上尾市から各1名役員派遣
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総計

収入 南部大会 支出 事務局費
都市対抗南部大会 南部大会
利息2/20 都市対抗南部大会
利息8/21
計 合計

前年度繰越金
合計

総計

収入

支出

総計

収入

支出

雑費 207,385 全日本都市対抗お祝い金
合計 310,925

事務局経費 50,000 事務局4万円、会計1万円
コピー代 0

2023年度事務局（￥）
会議費 44,540 総会、後期役員会

会計監査 9,000

雑費 2,225          振込手数料、コピー代
合計 194,141

施設、諸費用 84,860         コート、ボール、賞品
保険料 1,600          キャビン

運営委員会費 48,456         事前打合せ、会議室、日当、主管補助費
大会役員費 57,000         役員日当、弁当、飲み物

64,000

参加費 60,000         参加都市名（さいたま市、上尾市、蕨市、川口市、戸田市）5市

セットボール売却 4,000          川口市買取

収　入 支　出 差引残高
64,000 194,141 ▲ 130,141

返金 34,000
合計 1,291,485

2023年度都市対抗南部予選会（￥）

保険料 7,380 キャビン
雑費 1,030 振込手数料、コピー代

大会役員費 327,500 役員日当、弁当、飲み物
施設、諸費用 792,590 コート、ボール、賞品

運営委員会費 128,985 事前打合せ、会議室、日当、主管補助費

雑費
合計 1,926,350

参加費 1,846,000
セットボール売却 80,350

収　入 支　出 差引残高
1,926,350 1,291,485 634,865

1,638,726
3,629,090

2023年度南部大会（￥）

1,926,350 310,925
64,000 1,291,485

6 194,141

2023年度県南協議会決算報告（￥）

収　入 支　出 差引残高

3,629,090 1,796,551 1,832,539

8
1,990,364 1,796,551
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（4） 会計監査報告 
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５．議事 

 

申込 運営

ポイント
要項
案内
発送

締切 委員
会

5月19日（日） 大宮工房館
　南部大会ドロー会議
　2023年度事業報告、決算、2024年度
事業計画案、予算案

4/1 4/23 5/19 事務局

6月8日(土)
上平公園

テニスコート
(12面)

上尾市

さいたま市

上尾市

10月20日 大宮工房館 都市対抗南部予選会ドロー会議 10/1 さいたま市

 11月24日（日） 大宮工房館
　2024年度の事業まとめおよび次年度
の事業計画

11/3 － 事務局

2025年
3月23日(日)

大宮工房館
　2024年度会計監査
 （各協会持回り：担当蕨市テニス協
会）

－ － － 事務局

　3月31日（月）
　埼玉県テニス協会へ役員推薦、会
計、事業計画報告

－ － － 事務局

都市対抗運営委員会

6/2

4/1

川口市青木町
公園

（12面）

天沼テニス
公園（11面）
上平公園

テニスコート
(12面)

岩槻文化公園
（5面）

 2024年度事業計画（案）

6月22日（土）
6月29日（土）
6月30日（土）

南部
協議会

（さいたま、
上尾市）

4/4

さいたま市

担当
（主管協会）

南部大会

ルール&指導者
講習会

日程

AM：ルール講習会／,森　洋子氏、　霜
野玲子氏
PM：指導者講習会／梅木美穂プロ
ヨネックス㈱協力

後期役員会

南部大会
運営委員会
南部協議会

総会

　6月16日（日）
　6月22日（土）
　6月29日（土）
　6月30日（日）

6月2日(日)

10/10 川口市　8郡市へ要項案内を送る。
11月3日(日)

予備日10日(日)

第39回
都市対抗
南部地区
予選会

10/1

会計報告

会計監査

10/20
川口市青木町

公園
（12面）

6月15日(土)

岩槻文化公園
（5面）

川口市

荒川総合運動
公園

北側（8面）
さいたま市

5/19

6月1日(土)
6月2日(日)
6月8日(土)
6月9日(日)

会場

5/29

4/23
（さい
たま
市へ
4/30）

上尾市
スポーツ総合

センター

　参加種目：
一般男女単複、ベテラン（45～5才刻
み）男女単複
＊一般、ベテランのどちらか選択（単
複両方も参加可）

　県大会推薦：
一般男女単複のベスト8を秋県大会予
選へ
ベテラン男女単複優勝者を秋県ベテラ
ン本戦WCへ

＊南部テニストーナメント主管郡市の
分散化
上尾市、川口市、さいたま市へ

＊会場確保状況に合わせて、種目を
増加し採算性向上 を図る。

内容
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2023年度繰越金 1,832,539 （単位￥）

大 会 名 収　入 支　出 差引残高 備　　考

　南部大会 1,900,000 1,300,000 600,000 2023年度決算資料参照

　2024年度都市対抗南部地区予選会 60,000 200,000 ▲ 140,000 参加費1万円/6郡市

　　   事務経費

　南部地区ルール&指導者講習会 4,000 2000円×2名

  会議費 45,000 総会、後期役員会、コピー代

　会計監査 10,000 会場費、3000円×3名

　事務局代(年間) 50,000 事務局40,000円会計10,000円

都市対抗全国大会派遣費負担 125,000 滋賀全国大会

　雑費 20,000

　予備費 10,000

計 264,000 ▲ 264,000

合計 1,960,000 1,764,000 196,000

2,028,539

(2)                                    2024年度予算（案）

2024年度繰越金
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（４）     2023 年度後期役員会討議事項 

① 南部大会 

・選手負担減のために雨天時等運営の回避できる日程調整を目指す。 

 青木町公園 3→4日へ、（24年度から実施）、県営第 2公園借用否、一般男子の 4ブロック化、（参加

数規定数不足で未実施） 

② 都市対抗南部地区予選会、 

・大会課題：来年度は、試合数、日程時間青木町公園のナイターを 8面×2時間確保する。 

・試合方式、ルールについては、県協会より極力、県協会方式に基づいた方法を取る事だが場 

合によっては、協議会事情によるルールも認めることとされている。（全 1セットで実施も 

含む）来年度については、参加状況により上記踏まえて新たに取り決める。 

     ・細かいルール問題について、レフェリーからの課題を次回運営委員会までに預かり取り決め 

てゆく。 

③ その他 

  南部協議会の新たな事業企画構想を検討してゆく。 

・南部地区ジュニア大会 

    既存の川口、戸田、さいたま市開催の各ジュニア大会を南部地区協議会で一連のジュニア大会

としてサーキット形式で主催する案。（メリット等が見いだせず当面検討課題） 

    ・南部大会の主管されていない地区で、新たにミックス種目を設けて南部大会として誘致 

する試み。（桶川市中心としてコート確保打診の上で、来年度実施できるよう検討する） 

  (追加)・南部協議会の独自の HPを立ち上げ検討する。現状はさいたま市版に組み込まれているがシ

ステム絡むことから、分離難易度が高く継続検討してゆく。 

（３）　　　　　　　　　2024年度役員改選（24.25年)

会長　　　 関　賢治 （蕨市） 県協会常務理事

副会長 佐藤　充 （川口市）

理事 丸　行弘 （上尾市） 大関　秀俊 （桶川市）

小栗　章弘 （北足立郡） 小肥　修一 （戸田市）

坂井　裕治 （北本市） 高橋　秀幸 （さいたま市）

田中　芳郎 (川口市) 県協会理事 吉澤　周一 (蕨市)

監事 ８郡市持ち回り

事務局 小林　一幸　 （さいたま市） 連絡責任者 県協会理事

事務局委員 冨永　純子 （さいたま市） 事務会計

事務局窓口 小林　一幸　TEL：080-1206-7571　MAIL：nanbu@saitamacityta.jp

（2024年度蕨市）
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埼玉県南部郡市テニス協議会会則 

 

第１章  総  則 

第１条 本会は埼玉県南部郡市テニス協議会と称する。 

第２条 本会は埼玉県南部地区におけるテニスの普及振興、テニス愛好者の技術向上及び

親睦を図ることを目的とする。 

第３条 本会は前条の目的を達成するために埼玉県テニス協会に所属し、次の事業を行う。 

１. 南部地区各種大会及び講習会の開催 

２. 県大会への選手派遣 

３. その他本会目的達成に必要な諸事業 

第４条 本会は事務局を会長指定の場所に置く。 

第２章 会  員 

第５条 本会は次の会員をもって組織する。 

    南部地区内各郡市テニス協会 

第６条 入退会は本会総会の承認を要する。    

第３章 役  員 

第７条 本会は次の役員を置く。任期は２年とし、重任を妨げない。 

第８条 会 長 １名（県の理事を兼ねる） 

    副会長 若干名（県の理事を兼ねる） 

    理 事 各郡市テニス協会より選出された１名 

    会 計（事務局） １名  監 事 １名 

    <諒解事項>南部協議会所属の県協会常務理事は理事資格を有する。 

第９条 １.理事の互選により会長、副会長（兼 県理事）、会計（事務局）を選任する。 

監事は理事以外から選任する。 

    ２.会長は本会を代表し、会務を統括し、議長となる。 

第 10条 会計は本会の経理にあたる。 

第 11条 1.役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。 

     2.役員補充による役員の任期は前任者の残余期間とする。 

第４章 会  議 

第 12条 １．定期総会は原則として毎年１回５月に開催し、次の議案を審議する。 

(1)事業計画及び事業報告 

(2)収支予算及び決算 

(3)その他必要事項 

     ２．理事会は 11月の定期開催と必要に応じて臨時に開催することができる。 

第 13 条 定期総会・理事会は会長が招集し、その目的・日時及び場所を通知しなければな

らない。 

第 14 条 １．総会・理事会は出席者理事の過半数の同意をもって決する。可否同数のとき

は議長がこれを決する。 

追加項目 ２．会議の構成員は、書面により、また代理人に委任することにより議決に参加

することができる。 

   ＜諒解事項＞総会出席者は協議会理事以外に＋1名まで可とする。 
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第 15条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。   

 

付則 

（１）本会則は総会の議決がなければ変更することができない。 

（２）本会則は平成 27年 5月 31日施行する。 

（３）本会則は平成 28年 5月 15日から一部改定する。 

（４）本会則は 2020年 5月 1日から一部改定する。 

 

 


